
1

環境審議会みどり政策推進部会等でいただいた主なご意見など

～みどりの基本計画中間見直し～

９ 第 69回横須賀市環境審議会（令和３年３月）

No. 意見の概 要 対応案など

基本理念について

１ （天白委員） 後日意見を含む

・「 豊か な 自然環境 と 人 が 共生す る ま ち を め

ざ し ま す 」 に つ い て は 、「 共生」 を 用い る

の は 、 日本語の 誤り で あ る こ と は 前 回も 指

摘し て い る 。

・ 共生に は 、 偏 利 共生、 共利 共生、 寄生が 内

包 さ れ 、 共生関係 に あ る か ら と い っ て 両者

に メリットが あ る 関係 と は 全 く 言え な い 。

・ 共利 共生だ け で な く 、 人 が 自然に 寄生を し

て 傷 め て い る こ と も 含 め て 表現し た い の

で あ れ ば 、（自然環境 を 擬生物化し た 上で ）

共生と い う 言葉を 使 用す る こ と も 考え ら

れ る が 、 そ う で な い の で あ れ ば 、 見直す べ

き で あ る 。

・ 事 務局回答は 、 共生と い う 言葉が 生物間で

用い る 言葉で あ る こ と は 理解し て い る よ

う だ が 、 偏 利 で は な く 共利 を 示す 趣旨で 人

と 自然環境 の 関係 を 表現し た い よ う な の

で 、 ① 自然環境 を あ え て 擬生物化し た 上で

共利 共生と 記載す る か ② 共存、共栄、協調、

調和 に 置き 換え る の が 妥 当で は な い か と

思わ れ る 。

・「 目指す 環境 像 」 で は 調和 と 表現で き て い

る の で 、 そ れ で 十 分だ と 思う 。

・ な お 、 同 じ 理由で 自然環境 共生課も 用語と

し て 疑問が あ る 。

・ 生物学的に は 、「 共生」 は 、 ご 指摘の と お り 用い

ら れ る 言葉で す 。

・ し か し 、 現在、 み ど り の 基 本計画で は 、 生物学的

で は な く 、 一般的な 「 共生」 の 意味 合 い で 使 用し

て い ま す 。

・ な お 、 参 考ま で に 、 本用語の 使 用状況は 、 以 下の

と お り で す 。

【 使 用状況】

① 第一次環境 基 本計画（平成６年・ 国）

長期目標と し て 「 自然と 人 と の 間に 豊か な 交 流を

保 つ こ と に よ っ て 、健全 な 生態系を 維持・ 回復し 、

自然と 人 間と の 共生を 確保 す る こ と 」 を 掲げ て い

る 。

② 第５次環境 基 本計画（平成 30 年・ 国）

基 本的方向 性に「 地域循環共生圏」を 掲げ て い る 。

・ ま た 、 本用語は 、 平成９年３月策定 の 初 代 「 緑の

基 本計画」 か ら 使 用し て お り 、 改定 の 度に 再 検討

を し て き ま し た 。

・ そ の 結果、 本計画で は 、「 自然環境 」 を 擬生物化

し た 上で 、「 人 間」 と 同 列 に 解釈し 、 共に 生き て

い く こ と を 示す た め 、 本用語を 使 用し て い ま す 。

・ な お 、 ご 指摘の 点は 、 生物と 人 と の 関わ り に 関す

る 事 項で あ り 、 次期、 計画改定 時の 大 き な テー マ

に な る も の と 考え ま す 。そ の た め 、次回改定 時に 、

生物多 様性地域戦略に 関す る 検討事 項と さ せ て

い た だ き ま す 。

参 考
＊１～８を除いた抜粋版（第 69 回横須賀市環境審議会以降のみ。）
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No. 意見の概 要 対応案など

推進施策について

２ （岸委員）

・ 資料 20 の P.45 の 推進施策 No.32 の 「 河川

環境 の 整備」 の 方針等の 「 流域全 体 を （中

略）生態系の 保 全 」 を 、 国土交 通省の 「 多

自然川づ く り 指針」 を 参 考に 、 以 下の と お

り と し た 方が 良い 。

・ 河川の 構造に つ い て は 、 流域と 密接に 関係

し て い る た め 、 生物の 生息・ 生育・ 繁殖だ

け を 考慮す る も の で は な い 。

【 修 正案】

「 生物の 生息・ 生育・ 繁殖並び 流域治水に

配慮し た 河川と な る よ う な 整備」

・ ご 意見を 基 に 、 修 正を い た し ま す 。

（仮称）都市公園の整備・管理の方針について

３ （天白委員） 後日意見を含む

・ 都市林に つ い て 、 近郊緑地特別 保 全 地区 以

外 で あ っ て も 、 現状凍結で は な く 、 保 全 ・

活用の 位 置づ け を し て ほ し い 。

・ こ れ は 、一辺倒な 利 用促 進の 意見で は な く 、

適切 な 位 置づ け （例 ：サ ン ク チュア リ等）

の 作 業を 始 め て ほ し い と い う こ と で あ る 。

・ 現在は 、 都市林な の か 民有地な の か を 、 当

該地で 知る こ と が で き な い 。

・ 横浜市の 事 例 （保 全 や 活用等の 位 置づ け の

標示）の よ う に 、 位 置づ け だ け は 公 に し て

も 良い の で は な い か 。

（公園管理課の回答）

・「（仮 称）都市公 園の 整備・ 管理の 方針」 に お け る

都市林は 、 都市公 園の 種別 の １つ で す 。

・ そ の た め 、 本方針で は 、 都市林と し て い る 都市

公 園の 管理の 方針を 示し ま す 。

・ な お 、 ご 意見の 個 別 の 都市林の 位 置づ け に つ い て

は 、 今 後の 管理等の ご 参 考に さ せ て い た だ き

ま す 。
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No. 意見の概 要 対応案など

４ （松行委員）

・ 資料 19 の P.14 に お い て 、「（２）街区 公 園

な ど の 身近な 公 園」 で 、 公 園の 機能を 分散

す る こ と で 機能に よ る 選択が で き る と い

う こ と だ が 、 利 用者が 少な い 公 園で も 、 複

数の 機能の あ る 公 園は 、 住 民の 多 様性を 支

え る と い う 意味 で 大 切 な の で は な い か 。

・ 今 回、 こ の よ う な 見直し を す る 背景を も う

少し 詳し く 知り た い 。

（公園建設課の回答）

・ 現在、 街区 公 園は 、 利 用状況に 偏 り が あ り ま す 。

・ そ こ で 、 地域コ ミュニティ 単 位 で 、 ニー ズに 合 っ

た 機能を 再 編す る こ と に よ り 、 各 公 園の 利 用促 進

に 寄与す る こ と が で き る と 考え ま す 。

・ ま た 、 地域の 生活や 活動 に 貢献す る こ と も で き る

と 考え て い ま す 。

・ さ ら に 、 公 園施設の 重複が 減少す る た め 、 そ の 結

果、 経費の 削 減も 期待で き ま す 。

５ （松行委員）

・ 施設の 老朽化の 中で 、 維持管理を ど う し て

い く か は 、 ど こ の 自治体 も 抱え て い る 問題

で あ る の で 、 背景は 理解で き た 。

・ た だ 、 街区 公 園に は 、 小さ な 子ど も も 遊び

に 来る が 、 小さ な 子ど も は 、 そ れ ほ ど 距離

の 移動 も で き な い の で 、 コ ストだ け に 偏 ら

ず に 検討願い た い 。

（公園建設課の回答）

・ 上記回答の と お り 、 地域コ ミュニティ ご と に 、

ニー ズに 合 っ た 都市公 園と な る よ う 、 整備等を 行

っ て い き ま す 。
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10 第 22 回環境総合政策会議みどりの基本計画推進部会（令和３年５月）

(1)横須賀市みどりの基本計画中間見直し冊子（案）について

No. 意見の概 要 対応案など

新たな背景と課題について

１ （河川・傾斜地課長）

・「 斜面緑地の 崩壊の 恐れ 」 に 「 防止策の

実施の 際に は 、 可 能な 限り 緑化等を 行う 」

と 記載が あ る が 、 斜面の 緑化は 、 十 分な

管理を 行わ な い と 崩壊の 原 因と な る 。

・ ま た 、 法枠工法に よ り 緑化し た 場 合 も 、

高所の 樹木の 伐 採が 困難で あ る 等の 問題

が あ る 。

・ そ の た め 、 本記載内 容の 変 更を 望む 。

・ 本ご 意見を 受 け 、斜面緑地の 崩壊防止策と と も に 、

可 能な 限り の 緑化等を 行う 場 合 は 、 維持管理に

つ い て も 、 検討す る 必要が あ る こ と を 記載し ま

し た 。

気候変動等に適応した樹 林地の保全について

２ （河川・傾斜地課長） 後日意見

・（本市の ）樹林地の 現状に 記載の あ る 写 真

の 「 岩盤の 上の 薄い 表土」 は 、 前 田川河川

用地内 の 写 真で あ る か 。

・ 前 田川隣接の 民有地で あ る な ら ば 、 表記の

地名 を 、「 秋谷」 に 変 更す る こ と が 望ま し

い 。

・ 本ご 意見を 受 け 、 写 真の 表記を 変 更し ま し た 。

生産緑地の保全に向けた取組について

３ （農業 振興課長）

・ 生産緑地所有者の 意向 に 関す る 記載を 変 更

し た い 。

・ 令 和 ２年度に 、 特定 生産緑地へ の 指定 の

申出の 受 付 を 行っ た 。

・ 令 和 ４年度に 生産緑地の 指定 期限を 迎え る

147地区（19.4ha）の う ち 109地区（15.9ha）、

約 82％の 地権者か ら 、 特定 生産緑地へ の

指定 の 申出を 受 け た 。

・ 調整の う え 、最新の 情報 に 記載内 容を 変 更し ま す 。

みどりの基本計画に反映すべき事項（主なキーワード）について

４ （建築指導課長）

・ み ど り の 基 本計画に 反 映す べ き 事 項に 、「 低

炭素」 及 び 「 カ ー ボン フ リー 」 等の 追加 は

行わ な い の か 。

・ こ れ ら の 事 項に 対し て 、 み ど り が 担う 部分

が あ る の で は な い か 。

・ 本ご 意見を 受 け 、 脱炭素等へ の み ど り の 関わ り に

つ い て の キ ー ワー ド等の 追加 を 検討い た し ま す 。
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No. 意見の概 要 対応案など

ゾーン別計画について

５ （公園管理課長）

・ 平和 中央 公 園の 説明文を 、 リニュー ア ル後

の 内 容に 変 更し た い 。

・ 調整の う え 、 記載内 容を 変 更し ま す 。
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(2)横須賀市都市公園の整備・管理の方針について

No. 意見の概 要 対応案など

１ （建築指導課長）

・ 公 園施設の 整備に 記載の あ る 「 公 園開設

以 降の 建築基 準法に よ り （後略）」 の 記載

内 容を 変 更す る 必要が あ る 。

（公園建設課の回答）

・ 調整の う え 、 記載内 容を 変 更し ま す 。

２ （都市計画課長）

・ 報 告 資料に 記載は な い が 、 現在、 長期未

着手公 園（都市計画公 園）に つ い て は 、 国

や 県か ら 、 整備を 行え な い 場 合 は 見直す

こ と を 求め ら れ て る 。

・ 都市計画公 園を 廃止す る 場 合 は 、 代 替公 園

の 整備ま た は 周 辺の 公 園を 含 め た 適正な

配置を 検討す る 必要が あ る 。

・ 当課と し て は 、 都市計画公 園の 整備を 行わ

な い 場 合 は 、 適正な 公 園の 配置を 検討し 、

結果を 、 本方針に 記載し て い た だ き た い 。

（自然環境共生課）

・ み ど り の 基 本計画に は 、 以 下の 理由に よ り 、 公 園

の 変 更や 廃止の 記載は で き ま せ ん 。

【 理由】

① み ど り の 基 本計画は 、 都市マスター プ ラ ン と 整合

し た 分野別 計画で あ る 。 そ の た め 、 本プ ラ ン と

整合 性の な い 事 項は 記載で き な い 。

② み ど り の 基 本計画の 根拠法令 で あ る 都市緑地法

は 、 都市に お け る 緑地の 保 全 及 び 緑化の 推進に 関

す る 法律で あ る 。

・ し か し 、 長期未着手公 園が あ る 事 実と 、 未着手の

理由は 、 公 園と し て 整理を 行う 必要が あ る と 考え

て い ま す 。

・ そ の た め 、 都市公 園の 施策の 取 組に 、「 長期未

着手公 園の 整理等を 行う 。」 を 追加 し ま し た 。

（公園建設課の回答）

・ 長期未着手の 都市公 園の 見直し は 、 令 和 ２～３年

度の ２カ 年で 取 組む こ と に 、 都市計画課と 調整し

て き ま し た 。

・ 当初 、 見直し は 、 神奈 川県の 「 都市計画公 園・

緑地見直し ガ イ ドラ イ ン 」 に 則 て 、 進め る 予 定 で

し た が 、 市と し て の 見直し 方針を 策定 し な け れ ば

な ら な い こ と が 判 明し ま し た 。

・ 長期未着手公 園の 整備に 関す る 課題及 び 中身に

つ い て は 、 公 園建設課で 整理し な け れ ば な ら な い

と 考え て い ま す 。

・ し か し 、 都市計画公 園は 、 都市計画施設と し て の

見直し の 方針を 、 所管課で あ る 都市計画課に よ

り 、 都市計画審 議会 に 図っ て い た だ き た い と 考え

て い ま す 。


